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(57)【要約】
　一実施形態において、コンピュータシステムは、アプ
リケーションＡＰＩを拡大するためのＡＰＩ（ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　ｉｎｔｅｒ
ｆａｃｅ）を提供する。コンピュータシステムは、第１
のプログラミング言語で記述されたコントラクトＡＰＩ
からのコントラクトを用いてアプリケーションＡＰＩを
拡大するというユーザの意図を示す、第２のプログラミ
ング言語で記述されたソフトウェアコードを受け取る。
ソフトウェアコードは、コントラクトＡＰＩへの参照を
含む。コントラクトは、アプリケーションＡＰＩの適切
な使用を示すアサーションを含む。コンピュータシステ
ムは、ソフトウェアコード内の参照に従ってコントラク
トＡＰＩの一部にアクセスし、受け取ったソフトウェア
コードおよびコントラクトＡＰＩの参照された部分を、
ソフトウェアコードの中間言語（ＩＬ）バージョンにコ
ンパイルする。ＩＬバージョンは、第１のプログラミン
グ言語および第２のプログラミング言語の両方に共通の
中間言語におけるものである。ＩＬバージョンは、アプ
リケーションＡＰＩの適切な使用を示すアサーションを
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第２のプログラミング言語で記述されたアプリケーションＡＰＩを拡大するための、第
１のプログラミング言語で記述されたコントラクトＡＰＩ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐ
ｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）をコンピュータ可読媒体上に有する１つま
たは複数のコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品であって、前記
アプリケーションＡＰＩは１つまたは複数のコントラクトを含み、前記コンピュータプロ
グラム製品はコンピュータ実行可能命令を備え、前記コンピュータ実行可能命令は、コン
ピューティングシステムの１つまたは複数のプロセッサにより実行されるときに前記コン
ピュータシステムに方法を実施させ、前記方法は、
　前記第１のプログラミング言語で記述された前記コントラクトＡＰＩからのコントラク
トを用いて前記アプリケーションＡＰＩを拡大するというユーザの意図を示す、前記第２
のプログラミング言語で記述されたソフトウェアコードを受け取る動作であって、前記ソ
フトウェアコードは前記コントラクトＡＰＩへの参照を含み、前記コントラクトは前記ア
プリケーションＡＰＩの適切な使用を示す１つまたは複数のアサーションを含む動作と、
　前記ソフトウェアコード内の前記参照に従って、前記コントラクトＡＰＩの一部にアク
セスする動作と、
　前記受け取ったソフトウェアコードおよび前記コントラクトＡＰＩの前記参照された部
分を前記受け取ったソフトウェアコードの中間言語バージョンにコンパイルする動作であ
って、前記中間言語バージョンは前記第１のプログラミング言語および前記第２のプログ
ラミング言語の両方に共通の中間言語におけるものであり、前記中間言語バージョンは前
記アプリケーションＡＰＩの適切な使用を示す１つまたは複数のアサーションを含む動作
と
を含むことを特徴とするコンピュータプログラム製品。
【請求項２】
　１つまたは複数のソフトウェアツールを用いて前記コンパイルされた中間言語バージョ
ンにアクセスする動作と、
　１つまたは複数のランタイムチェックへの１つまたは複数の参照を前記コントラクトの
内の少なくとも１つに挿入して、前記ランタイムチェックが前記対応する参照に従ってア
プリケーションコードに注入されることを可能にする動作と
をさらに含むこと特徴とする請求項１に記載の方法を実施するよう構成されたＡＰＩ。
【請求項３】
　前記挿入されたランタイムチェックを含む前記中間言語バージョンを実行する動作と、
　前記コントラクト内の前記アサーションの内の少なくとも１つが前記中間言語バージョ
ンの実行中に違反されたと判定する動作と、
　前記判定に基づき、前記アサーションの内の少なくとも１つが違反されたという表示を
与える動作と、
をさらに含むこと特徴とする請求項２に記載の方法を実行するよう構成されたＡＰＩ。
【請求項４】
　前記挿入されたランタイムチェックを含む前記中間言語バージョンを実行する動作と、
　前記コントラクト内の前記アサーションのいずれも前記中間言語バージョンの実行中に
違反されなかったと判定する動作と、
　前記判定に基づき、前記アサーションのいずれも違反されなかったという表示を与える
動作と
をさらに含むこと特徴とする請求項２に記載の方法を実施するよう構成されたＡＰＩ。
【請求項５】
　前記アプリケーションＡＰＩのコントラクトの内の少なくとも１つを静的にチェックし
て、前記コントラクトのアサーションのいずれかが違反されたかどうかを判定する動作
をさらに含むこと特徴とする請求項１に記載の方法を実施するよう構成されたＡＰＩ。
【請求項６】
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　前記アサーションは、呼び出し側がメソッドを呼び出すことを許可される前に満たされ
るべき項目を特定する１つまたは複数の前提条件を含むこと特徴とする請求項１に記載の
方法を実施するよう構成されたＡＰＩ。
【請求項７】
　前記アサーションは、前記メソッドの通常の終了および前記メソッドの例外的な終了の
内の少なくとも一方の際、前記メソッドのリターン時に有効である１つまたは複数の保証
を特定する１つまたは複数の事後条件を含むこと特徴とする請求項１に記載の方法を実施
するよう構成されたＡＰＩ。
【請求項８】
　前記アサーションは、ロック宣言の内の少なくとも１つを含むこと特徴とする請求項１
に記載の方法を実施するよう構成されたＡＰＩ。
【請求項９】
　前記アサーションは、少なくとも１つのチェックされる例外を含むこと特徴とする請求
項１に記載の方法を実施するよう構成されたＡＰＩ。
【請求項１０】
　前記アサーションは、オブジェクト不変条件の内の少なくとも１つを含むこと特徴とす
る請求項１に記載の方法を実施するよう構成されたＡＰＩ。
【請求項１１】
　前記コントラクトは、前記コントラクトＡＰＩの結果として拡張可能であり、前記拡張
性は、新しいメソッドを前記コントラクトＡＰＩに追加することを可能にして、１つまた
は複数のクライアントが前記第２のプログラミング言語で記述された前記コントラクト内
の前記新しいメソッドを使用することができるように、新しい種類のコントラクトを記述
することを可能にすること特徴とする請求項１に記載の方法を実施するよう構成されたＡ
ＰＩ。
【請求項１２】
　前記コントラクト内の前記アサーションの内の少なくとも１つは宣言型であること特徴
とする請求項１に記載の方法を実施するよう構成されたＡＰＩ。
【請求項１３】
　前記拡大されたコントラクトに基づき、前記ソフトウェアアプリケーションのＡＰＩの
ドキュメンテーションを自動的に生成する動作さらに含むこと特徴とする請求項１に記載
の方法を実施するよう構成されたＡＰＩ。
【請求項１４】
　前記コントラクトＡＰＩを使用して記述された前記コントラクトは複数のダウンストリ
ームツールに対して維持されること特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　コンピュータシステムにおいて、アプリケーションＡＰＩを拡大するための方法であっ
て、前記アプリケーションＡＰＩは１つまたは複数のコントラクトを含み、
　コントラクトＡＰＩからのコントラクトを用いて前記アプリケーションＡＰＩを拡大す
るというユーザの意図を示すソフトウェアコードを、コンピュータユーザから受け取る動
作であって、前記ソフトウェアコードは前記コントラクトＡＰＩへの参照を含み、前記コ
ントラクトは前記アプリケーションＡＰＩの適切な使用を示す１つまたは複数のアサーシ
ョンを含む動作と、
　前記ソフトウェアコード内の前記参照に従って前記コントラクトＡＰＩの一部にアクセ
スする動作と、
　前記受け取ったソフトウェアコードおよび前記コントラクトＡＰＩの前記参照された部
分を、前記アプリケーションＡＰＩの適切な使用を示す１つまたは複数のアサーションを
含む前記受け取ったソフトウェアコードの中間言語バージョンにコンパイルする動作と、
　前記ソフトウェアコードの前記コンパイルされた中間言語バージョンを前記コンピュー
タユーザに提供する動作と
を含むことを特徴とする方法。
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【請求項１６】
　前記アサーションは、前提条件、事後条件、ロック宣言、チェックされる例外、使用プ
ロトコル、およびオブジェクト不変条件の内の１つまたは複数を含むことを特徴とする請
求項９に記載の方法。
【請求項１７】
　前記コントラクトは、前記コントラクトを完全汎用のプログラミング言語で記述するこ
とができるように拡張可能であることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１８】
　ＡＰＩコントラクトを修正するためのコンピュータシステムであって、前記システムは
、
　コンパイラであって、
　　ソフトウェアアプリケーションコードとどのように相互作用するかを特定する１つま
たは複数のアサーションを識別する少なくとも１つのコントラクトを有するＡＰＩを含む
、前記ソフトウェアアプリケーションコードを受け取るステップであって、前記コントラ
クトは１つの値と交換されるべきアプリケーションコードの一部を示す１つまたは複数の
参照を含むよう拡張可能であり、前記コントラクトは汎用のプログラム言語で記述される
ステップと、
　　１つまたは複数のアサーションを前記ソフトウェアアプリケーションコード内の対応
するメソッドに統合するステップと
を実施するよう構成されたコンパイラと、
　リライタであって、
　　前記コンパイラからバイナリを受け取るステップであって、前記バイナリは少なくと
も１つの前記ソフトウェアアプリケーションコードと、前記少なくとも１つのコントラク
トとを含むステップと、
　　前記コントラクト内の前記参照により示される前記アプリケーションコードの一部が
ある値と交換されるように、前記受け取ったバイナリを書き換えるステップと、
　　前記書き換えたバイナリを実行可能バイナリとして出力するステップと
を実施するよう構成されたリライタと
を備えることを特徴とするシステム。
【請求項１９】
　前記コンパイラは１つまたは複数の前記バイナリを受け取るよう構成されることを特徴
とする請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記アサーションは、前提条件、事後条件、ロック宣言、チェックされる例外、使用プ
ロトコル、およびオブジェクト不変条件の内の少なくとも１つであることを特徴とする請
求項１８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コードエラーを減らすためのコントラクトプログラミングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日の社会においてコンピュータの使用が急増するにつれ、これらのコンピュータ上で
稼働するソフトウェアアプリケーションを開発するための方法及びシステムの数も、増加
している。ソフトウェアアプリケーションは、使用されているアプリケーションの設計に
基づき、多種多様のタスクを実施するために使用することができる。ソフトウェアアプリ
ケーションは一般的には、共に動作して何らかのタイプの所望の最終結果を生成するよう
設計された多数の個々のファイルを含む。そのようなソフトウェアアプリケーションを記
述ために、ソフトウェア開発者は一般的には、そのアプリケーションに使用するプログラ
ミング言語を決定する。今日、多くのプログラミング言語が使用され、その結果、多くの
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ソフトウェアアプリケーションが異なる言語で記述されている。これらの言語は、お互い
に互換性が無いことが多く、異なるシンタックス、異なるコンパイル方法、および他の異
なるコード要素を使用するものが少なくない。
【０００３】
　複数のプログラミング言語の統合および使用をそれらの種々の実装において簡素化する
ために、マネージドコードを導入して、これらの種々のアプリケーションが相互作用可能
であるプラットフォームを提供している。マネージドコードは、とりわけ、アプリケーシ
ョン開発者がプログラムの属性を特定することを可能にし、それによりそのアプリケーシ
ョンのある部分を使用しようとする他の開発者は、どのようにすれば最善であるかが分か
る。例えば、開発者は、アプリケーションの変数、メソッド、または全体のプロセスに対
応する種々の要素を特定することができる。開発者は、例えば、コントラクトまたは仕様
において、変数Ｘが特定の型を有する、または特定の値より大であると記述できる。その
ようなアプリケーションコントラクトまたは仕様を使用して、コードがコンパイルされる
前に、コード内に生成されるエラーの数を減少させることが多い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、そのようなアプリケーションコントラクトは、特定できるものが非常に
制限されている。例えば、ほとんどのアプリケーションコントラクトが、変数の型を特定
することに制限される。これは、型のエラーを取り除くことには有益である。しかしなが
ら、そのようなコントラクトを使用することによって、存在し得る多くの他のエラーを防
ぐことはできないであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書に説明する実施形態は、アプリケーションＡＰＩを拡大することを対象とする
。一実施形態において、コンピュータシステムは、アプリケーションＡＰＩを拡大するた
めのＡＰＩ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）
を提供する。コンピュータシステムは、第１のプログラミング言語で記述されたコントラ
クトＡＰＩからのコントラクトを用いてアプリケーションＡＰＩを拡大するというユーザ
の意図を示す、第２のプログラミング言語で記述されたソフトウェアコードを受け取る。
ソフトウェアコードは、コントラクトＡＰＩへの参照を含む。コントラクトは、アプリケ
ーションＡＰＩの適切な使用を示すアサーションを含む。コンピュータシステムは、ソフ
トウェアコード内の参照に従ってコントラクトＡＰＩの一部にアクセスし、受け取ったソ
フトウェアコードおよびコントラクトＡＰＩの参照された部分を、受け取ったソフトウェ
アコードの中間言語（ＩＬ）バージョンにコンパイルする。ＩＬバージョンは、第１のプ
ログラミング言語および第２のプログラミング言語の両方に共通の中間言語におけるもの
である。ＩＬバージョンは、アプリケーションＡＰＩの適切な使用を示すアサーションを
含む。
【０００６】
　他の実施形態において、コンピュータシステムは、コントラクトＡＰＩからのコントラ
クトを用いてアプリケーションＡＰＩを拡大するというユーザの意図を示すソフトウェア
コードを、コンピュータユーザから受け取る。ソフトウェアコードは、コントラクトＡＰ
Ｉへの参照を含む。コントラクトは、アプリケーションＡＰＩの適切な使用を示すアサー
ションを含む。コンピュータシステムは、ソフトウェアコード内の参照に従ってコントラ
クトＡＰＩの一部にアクセスし、受け取ったソフトウェアコードおよびコントラクトＡＰ
Ｉの参照された部分を、アプリケーションＡＰＩの適切な使用を示す１つまたは複数のア
サーションを含む、受け取ったソフトウェアコードの中間言語バージョンにコンパイルし
、ソフトウェアコードのコンパイルされた中間言語バージョンをコンピュータユーザに提
供する。
【０００７】
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　本「発明の概要」は、以下「発明を実施するための形態」でさらに述べる概念を選択し
て簡略化した形式で紹介するために提供するものである。本「発明の概要」は、請求の主
題の重要な特徴または主要な特徴を特定することを意図しておらず、請求の主題の範囲を
決定する際の援助として使用されることも意図していない。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本発明の実施形態の上記および他の利点および特徴をさらに明確にするために、本発明
の実施形態のさらに特定の説明を、添付の図面を参照して与える。当然のことながら、こ
れらの図面は本発明の典型的な実施形態のみを示し、従って、その範囲を制限するものと
みなされるべきではない。本発明を、添付の図面を使用して、追加的な特異性および詳細
と共に記述し説明する。
【０００９】
【図１】本発明の実施形態が、ＡＰＩコントラクトの修正および／または生成を含めて動
作することができるコンピュータアーキテクチャを示す図である。
【図２】アプリケーションＡＰＩを拡大するための方法の一例のフローチャートである。
【図３】アプリケーションＡＰＩを拡大するための方法の代替例のフローチャートである
。
【図４】修正されたコントラクトの例示的実施形態を示す図である。
【図５】生成されたコントラクトの例示的実施形態を示す図である。
【図６】コントラクトのＡＰＩを使用して実行可能バイナリを生成するための例示的シス
テムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本明細書に説明する実施形態は、アプリケーションＡＰＩを拡大することを対象とする
。一実施形態において、コンピュータシステムは、アプリケーションＡＰＩを拡大するた
めのＡＰＩ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）
を提供する。コンピュータシステムは、第１のプログラミング言語で記述されたコントラ
クトＡＰＩからのコントラクトを用いてアプリケーションＡＰＩを拡大するというユーザ
の意図を示す、第２のプログラミング言語で記述されたソフトウェアコードを受け取る。
ソフトウェアコードは、コントラクトＡＰＩへの参照を含む。コントラクトは、アプリケ
ーションＡＰＩの適切な使用を示すアサーションを含む。コンピュータシステムは、ソフ
トウェアコード内の参照に従ってコントラクトＡＰＩの一部にアクセスし、受け取ったソ
フトウェアコードおよびコントラクトＡＰＩの参照された部分を、受け取ったソフトウェ
アコードの中間言語（ＩＬ）バージョンにコンパイルする。ＩＬバージョンは、第１のプ
ログラミング言語および第２のプログラミング言語の両方に共通の中間言語におけるもの
ある。ＩＬバージョンは、アプリケーションＡＰＩの適切な使用を示すアサーションを含
む。
【００１１】
　他の実施形態において、コンピュータシステムは、コントラクトＡＰＩからのコントラ
クトを用いてアプリケーションＡＰＩを拡大するというユーザの意図を示すソフトウェア
コードを、コンピュータユーザから受け取る。ソフトウェアコードは、コントラクトＡＰ
Ｉへの参照を含む。コントラクトは、アプリケーションＡＰＩの適切な使用を示すアサー
ションを含む。コンピュータシステムは、ソフトウェアコード内の参照に従ってコントラ
クトＡＰＩの一部にアクセスし、受け取ったソフトウェアコードおよびコントラクトＡＰ
Ｉの参照された部分を、アプリケーションＡＰＩの適切な使用を示す１つまたは複数のア
サーションを含む、受け取ったソフトウェアコードの中間言語バージョンにコンパイルし
、ソフトウェアコードのコンパイルされた中間言語バージョンをコンピュータユーザに提
供する。
【００１２】
　他の実施形態において、コンピュータシステムは、ソフトウェアアプリケーションが第
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１のプログラミング言語で記述された少なくとも１つのコントラクトを含むよう構成され
たＡＰＩを有すると判定する。コンピュータシステムは、第２のプログラミング言語で記
述されたソフトウェアコードを使用してソフトウェアアプリケーションの実行可能コント
ラクトを生成するというユーザの意図を示すコンピュータユーザから、第２のプログラミ
ング言語で記述されたソフトウェアコードを受け取る。
【００１３】
　コンピュータシステムは、ソフトウェアコードを、第２のプログラミング言語で記述さ
れたソフトウェアコードを受け取るよう構成されたマネージドフレームワークコンポーネ
ントに送り、第１のプログラミング言語および第２のプログラミング言語の両方に共通の
ランタイム言語でソフトウェアコードのバージョンを出力する。コンピュータシステムは
、第２のプログラミング言語で記述されたソフトウェアコードの中間言語バージョンを受
け取り、ソフトウェアコードの受け取った中間言語バージョンに基づき、ソフトウェアア
プリケーションの実行可能コントラクトを生成する。
【００１４】
　本発明の実施形態は、以下にさらに詳細に検討するように、コンピュータハードウェア
を含む専用コンピュータまたは汎用コンピュータを含むか、または利用できる。本発明の
範囲内の実施形態にはまた、コンピュータ実行可能命令および／またはデータ構造を搬送
または記憶するための、物理的コンピュータ可読媒体および他のコンピュータ可読媒体を
含む。そのようなコンピュータ可読媒体は、汎用コンピュータシステムまたは専用コンピ
ュータシステムによりアクセス可能な任意の利用可能な媒体とすることが可能である。コ
ンピュータ実行可能命令を記憶するコンピュータ可読媒体は、物理的記憶媒体である。コ
ンピュータ実行可能命令を搬送するコンピュータ可読媒体は、伝送媒体である。従って、
限定ではなく例として、本発明の実施形態は、少なくとも２つの明らかに異なるタイプの
コンピュータ可読媒体、すなはち、物理的記憶媒体および伝送媒体を含むことが可能であ
る。
【００１５】
　物理的記憶媒体には、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光デ
ィスク記憶装置、磁気ディクス記憶装置もしくは他の磁気記憶装置、または、コンピュー
タ実行可能命令またはデータ構造の形式の所望のプログラムコード手段を記憶するために
使用することが可能であり、かつ、汎用コンピュータまたは専用コンピュータによりアク
セス可能である任意の他の媒体を含む。
【００１６】
　「ネットワーク」は、コンピュータシステムおよび／またはモジュールおよび／または
他の電子デバイスの間で電子データの移送を可能にする１つまたは複数のデータリンクと
して定義される。情報が、ネットワークまたは別の通信接続（有線、無線、または有線も
しくは無線の組み合わせのいずれか）を介してコンピュータに転送または提供されるとき
、コンピュータは、適切にその接続を伝送媒体と見なす。伝送媒体は、コンピュータ実行
可能命令またはデータ構造の形式の所望のプログラムコード手段を搬送または移送するた
めに使用することが可能であり、かつ、汎用コンピュータまたは専用コンピュータにより
アクセス可能である、ネットワークおよび／またはデータリンクを含むことが可能である
。上記のものの組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体の範囲に含むべきである。
【００１７】
　しかしながら、当然ことながら、種々のコンピュータシステムコンポーネントに届くと
すぐに、コンピュータ実行可能命令またはデータ構造の形式のプログラムコード手段を、
伝送媒体から物理的記憶媒体に自動的に転送することができる。例えば、ネットワークま
たはデータリンクを介して受け取ったコンピュータ実行可能命令またはデータ構造を、ネ
ットワークインターフェースカード内のＲＡＭにバッファリングすることが可能であり、
そして最終的には、コンピュータシステムＲＡＭへ、および／またはコンピュータシステ
ムにおいて低不揮発性物理的記憶媒体へ転送することが可能である。従って、当然のこと
ながら、物理的記憶媒体は、伝送媒体をも（または、さらには主として）利用するコンピ
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ュータシステムコンポーネントに含むことが可能である。
【００１８】
　コンピュータ実行可能命令は、例えば、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、または
専用処理装置に、ある特定の機能または機能の群を実施させる命令およびデータを含む。
コンピュータ実行可能命令は、例えば、バイナリ、アセンブリ言語といった変換形式の命
令、またはさらにはソースコードであることができる。本発明を、構造的特徴および／ま
たは方法論的な行為に特有の言語で説明しているたが、当然のことながら、添付の請求項
に定義される主題は必ずしも上述の特徴または行為に限定されない。むしろ、説明する特
徴および行為は、請求項を実装する例示の形式として開示するものである。
【００１９】
　当業者は理解するであろうが、本発明は、パーソナルコンピュータ、デスクトップコン
ピュータ、ラップトップコンピュータ、メッセージプロセッサ、ハンドヘルドデバイス、
マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースの家庭用電化製品またはプログラ
ム可能な家庭用電化製品、ネットワークＰＣ、ミニコンピュータ、メインフレームコンピ
ュータ、携帯電話、ＰＤＡ、ページャ、ルータ、スイッチ等を含む、多数のタイプのコン
ピュータシステム構成を有するネットワークコンピュータ環境において実践することがで
きる。本発明はまた、ネットワークを介してリンクされる（有線データリンク、無線デー
タリンク、または有線データリンクおよび無線データリンクの組み合わせのいずれかによ
り）、ローカルコンピュータシステムおよびリモートコンピュータシステムの両方がタス
クを実施する分散システム環境において実践することができる。分散システム環境におい
ては、プログラムモジュールを、ローカルのメモリ記憶装置およびリモートのメモリ記憶
装置の両方に配置できる。
【００２０】
　図１は、本発明の原理を採用できるコンピュータアーキテクチャ１００を示す。コンピ
ュータアーキテクチャ１００は、コンピュータシステム１０１を含む。いくつかの実施形
態において、コンピュータシステム１０１はアプリケーションコード１１０を含む。アプ
リケーションコード１１０は、任意のサイズまたは複雑性を持つ任意のタイプのソフトウ
ェアアプリケーションコードであることができ、任意のタイプの使用に対して設計される
。アプリケーションコード１１０は、ソフトウェアアプリケーションの一部であることが
でき、またはそれ自身の内部にソフトウェアアプリケーションを含むことができる。アプ
リケーションコード１１０は、任意のプログラム言語で記述された任意のタイプのコード
を含むことができる。コード１１０には、メソッド、プロセス、リンクされたライブラリ
、コードの個々の行、またはコンピュータシステムと相互作用するために使用できる任意
の他のタイプの情報を含むことができる。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、アプリケーションコード１１０はまた、ＡＰＩ（ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）１１１を含む。ＡＰ
Ｉは、ユーザまたは開発者がソフトウェアアプリケーションの機能性にアクセスすること
を可能にする、任意のタイプのインターフェースであることができる。例えば、アプリケ
ーション開発者は一般的には、開発者のアプリケーションの特徴を使用するソフトウェア
アプリケーションをサードパーティの開発者が記述できるよう、ＡＰＩを記述する。いく
つかの場合において、以下でさらに詳細に説明するように、アプリケーションのＡＰＩを
どのように使用するかを示すＡＰＩのコントラクト（例えば、コントラクト１４２）内に
、アサーションを与えると有利であろう。コントラクト内の方法を使用して、開発者は、
ソフトウェアアプリケーションのＡＰＩとどのように相互作用するかをより良く理解する
ことができ、その結果、高品質でバグの無いコードを作成することができる。
【００２２】
　コンピュータシステム１０１におけるコントラクトＡＰＩ１２０を、参照１１３を受け
取るよう構成することができ、参照は、コントラクトＡＰＩがＡＰＩコントラクトを修正
または生成するために使用されることを示す。例えば、ＡＰＩ１１１は、コントラクトＡ
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ＰＩ１２０がＡＰＩ１１１のコントラクトの１つを修正するために使用されることを示す
、コントラクトＡＰＩへの参照１１２を含むことができる。コントラクトは、アプリケー
ションＡＰＩ１１１がどのように使用されるかを示すアサーションを含むことができる。
アサーションは、内部でアプリケーションＡＰＩ１１１が動作するのに最も適している境
界を定義することができる。アサーションの例には、前提条件、事後条件、特定のアサー
ション、不変条件、ロック宣言およびチェックされる例外が含まれる。アサーションにつ
いては、以下でさらに詳細に説明する。
【００２３】
　ユーザ１０５は、ソフトウェア開発者、クライアント／エンドユーザ、システム管理者
または任意の他のタイプのコンピュータユーザを含む、任意のタイプのコンピュータユー
ザであることができる。いくつかの場合において、ユーザ１０５は、アプリケーションコ
ード１１０をコンパイラ１３０に送ることができる。コンパイラ１３０は、ソフトウェア
コードの何らかの部分をコンパイルするよう構成された任意のタイプのソフトウェアアプ
リケーションであることができる。コンパイラ１３０は、中間形式で、何らかのタイプの
中間言語（ＩＬ）で、コードを出力することができ、または実行可能な機械可読コードを
出力することができる。いくつかの実施形態において、コンパイラ１３０は、マネージド
フレームワークの一部であることができ、かつ、マネージドフレームワークコンポーネン
トと称することができる。
【００２４】
　本明細書において使用するとき、マネージドフレームワークは、複数の異なるプログラ
ミング言語で記述されたコードファイルを、統一された方法でマネージドフレームワーク
（例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ社の共通言語ランタイム、Ｊａｖａ仮想マシン、またはＬ
ＩＳＰ（ｌｉｓｔ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｌａｎｇｕａｇｅ）インタプリタ）により動
作することが可能な中間言語命令に縮小する（またはコンパイルする）ことを可能にする
手段であることができる。これにより、複数のプログラミング言語間の相互運用が可能に
なる。従って、各マネージドフレームワークは、そのフレームワークと互換性がある言語
および互換性が無い言語を有する。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、コンピュータシステム１０１を、アプリケーションコー
ド１１０が、所与のマネージドフレームワークまたはコンパイラ（例えば、コンパイラ１
３０）と互換性のある言語で記述されているかどうかを判定するよう構成することができ
る。さらに、コンピュータシステム１０１に記憶され、コンパイラ１３０によりアクセス
されるソフトウェアコードを、その言語の互換性を判定するよう処理することができる。
従って、少なくともいくつかの実施形態において、コードがユーザ１０５により受け取ら
れたかどうか、またはコンピュータシステム１０１上のデータストアにおいてアクセスさ
れたかどうかにかかわらず、アプリケーションコード１１０がコンパイラ１３０と互換性
があると判定することができる。
【００２６】
　コンパイラ１３０は、アプリケーションコード１１０を処理するよう構成され、かつ、
ＡＰＩ１４１およびＡＰＩコントラクト１４２を含む中間言語（ＩＬ）バージョンのソフ
トウェアコード１４０をツール１５０に送ることができる。いくつかの実施形態において
、ツール１５０には、様々な機能を実施するよう構成された様々なソフトウェアツールを
含むことができる。ツール１５０には、静的エラーがＩＬバージョン１４０に存在するか
どうかを判定するツール、ＩＬバージョンの正確性の検証を実施するツール、または、ラ
ンタイムチェックへの参照をコントラクトに挿入して、対応する参照に従ってランタイム
チェックをアプリケーションコードに注入することを可能にするツールを含むことができ
る。多くの他のツールをツール１５０に含むことができる。ツール１５０を、ＩＬバージ
ョン１４０をＡＰＩ１４１およびランタイムチェック参照１４３を有するコントラクト１
４２と共に実行モジュール１６０に送るよう構成することができる。実行モジュール１６
０は、ＩＬバージョン１４０を実行するよう構成された任意のタイプのソフトウェアメソ
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ッド、プロセス、またはアプリケーションであることができる。実行モジュール１６０は
、実行により失敗またはコントラクト違反が生じたこと、または、あるいは何の失敗もコ
ントラクト違反も起きなかったことを示す状態表示１６１を出力できる。この処理につい
て、図２および３に関連して以下でさらに詳細に説明する。
【００２７】
　図２は、アプリケーションＡＰＩを拡大するための方法２００のフローチャートを示す
。方法２００を、ここでは図１、４および６の構成要素およびデータを頻繁に参照して説
明する。
【００２８】
　方法２００は、第１のプログラミング言語で記述されたコントラクトＡＰＩからのコン
トラクトを用いてアプリケーションＡＰＩを拡大するというユーザの意図を示す、第２の
プログラミング言語で記述されたソフトウェアコードを受け取る動作を含み、ソフトウェ
アコードはコントラクトＡＰＩへの参照を含み、コントラクトはアプリケーションＡＰＩ
の適切な使用を示す１つまたは複数のアサーションを含む（動作２１０）。例えば、コン
パイラ１３０は、第１のプログラミング言語（例えば、ＶＢ（Ｖｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃ
）、Ｃ＃等）で記述されたコントラクトＡＰＩ１２０からのコントラクト（例えば、コン
トラクト１４２）を用いてアプリケーションＡＰＩ１１１を拡大するというユーザ１０５
の意図を示す、第２のプログラミング言語（例えば、ＶＢ（Ｖｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃ）
、Ｃ＃等）で記述されたアプリケーションコード１１０（用語ソフトウェアコードおよび
アプリケーションコードは、本明細書において同義的に使用される）を受け取ることがで
きる。アプリケーションコード１１０は、コントラクトＡＰＩへの参照１１２を含み、い
くつかの場合において、参照１１３を用いてコントラクトＡＰＩ１２０と通信、またはコ
ントラクトＡＰＩ１２０を参照することができる。コントラクト（例えば、コントラクト
１４２）は、アプリケーションＡＰＩ１１１の適切な使用を示すアサーションを含む。コ
ントラクトＡＰＩ１２０の一般的性質により、コントラクトは、任意のタイプのコード、
メソッド、プロセス等を含むよう十分に拡張可能であることができる。さらに、第１のプ
ログラミング言語は、任意の一般使用のプログラミング言語であることができる。コント
ラクトの拡張性は、新しいメソッドがコントラクトＡＰＩに追加されることを可能にする
ことができ、従って、新しい種類のコントラクトが記述されることを可能にする。クライ
アントは、第２のプログラミング言語で記述されたコントラクト内のそのような新しいメ
ソッドを使用することが可能である。
【００２９】
　いくつかの場合において、アサーションは、そのＡＰＩを使用するアプリケーションを
記述する開発者が使用できる。例えば、サードパーティの開発者がアプリケーションＡを
記述し、アプリケーションＢに提供された機能を使用したい場合、該開発者は、アプリケ
ーションＢのＡＰＩを使用してアプリケーションＢの機能にアクセスするであろう。いく
つかの実施形態において、アプリケーションＢのＡＰＩ内のコントラクトには、アプリケ
ーションＢのＡＰＩを使用する際に満たされるべき前提条件、事後条件といったアサーシ
ョンを含むことができる。アサーションは、内部でアプリケーションＢが動作するのに最
も適している境界を定義することができる。
【００３０】
　アサーションには、前提条件、事後条件、特定のアサーション、不変条件、ロック宣言
およびチェックされる例外を含むがこれに限らない。前提条件は、本明細書で使用する場
合、機能の呼び出し側が満たすべき要件を示す。前提条件は、機能へのエントリ時におい
て真であることが要求される。事後条件は、本明細書で使用する場合、機能の実装が、終
了（潜在的には、成功的終了および例外的な終了の両方）時に実現させる保証を示す。事
後条件は、機能から出た時に真でなければならない。前提条件および事後条件の両方とも
、メソッドの宣言の一部として含むことができる。
【００３１】
　特定のアサーションは、本明細書で使用する場合、プログラムのコードの一部として含
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まれ、サニティチェックまたはプログラム論理の明確化作用として働く。特定のアサーシ
ョンはまた、静的ベリファイアへの補助として働くこともできる。特定のアサーションは
、これらが含まれるプログラムの制御フロー内の適切なポイントで真でなければならない
。不変条件は、本明細書で使用する場合、ある型に対する全ての動作に渡って真である条
件を示す。いくつかの実施形態において、不変条件は、型の宣言の一部として含まれ、デ
ータ上のアサーションとして動作できる。外部のクライアント（人またはプログラム）が
無効な期間を何ら発見することができない場合には、いくつかのウィンドウのプログラム
の実行中に、不変条件を一時的に無効にすることができる。ロック宣言は、本明細書で使
用する場合、並行処理下のプログラムの挙動に関する分析の支援に使用されるステートメ
ントである。ロック宣言は、どのロックがどのデータを保護するかを特定するよう設計さ
れる。前提条件および事後条件を使用して、どのロックを保持すべきまたは保持すべきで
ないかを表すことができる。チェックされる例外は、本明細書で使用する場合、メソッド
から投入することが可能な例外の組を制約する。チェックされる例外は、事後条件に似て
いるが、例外的な退出を対象とする。チェックされる例外を、メソッドの宣言の一部とし
て含むことができる。
【００３２】
　一般に、アサーションは、同様の機能を実施するよう設計される。すなはち、記述され
た条件が実行時の特定のポイントにおいて真でない場合、プログラムが正しくないことを
示すよう設計される。従って、アサーションを、特定のポイントにおけるプログラムの記
述または挙動の文書化に使用すること、プログラム内のエラーの分析または検出の補助に
使用される計算可能な式として使用すること、プログラムの異なる部分間のコントラクト
（アサーションポイントに通じるコードが満たさなければならない要件、またはアサーシ
ョンポイントに続くコードが依存することができる保証）として使用すること、または任
意の他の多数の使用（例えば、アサーションが信頼できるまたは正しいことが証明されて
いると仮定した場合、コンパイラを介したコードの生成）が可能である。いくつかの場合
において、コントラクト内のアサーションを、コードがコントラクトに対して合致するか
どうかを静的プログラムベリファイアがチェックするために、またはバグ発見ツールがコ
ード内の起こり得るエラーを見つけるために、使用できる。
【００３３】
　従って、アプリケーションコード１１０は、既存のコントラクトを有する、またはコン
トラクトを何ら有しないＡＰＩ１１１を含むことができる。いくつかの場合において、Ａ
ＰＩ１４１は、複数のコントラクトを含むことができ、それぞれのコントラクトが、異な
るメソッドに対応する複数のアサーションを有することができる。いくつかの場合におい
て、ＡＰＩコントラクト１４２には、呼び出し側がメソッドを呼び出すことを許可される
前に満たされるべき項目を特定する、１つまたは複数の前提条件を含むことができる。従
って、そのような前提条件を有するメソッドを使用するために、前提条件は、メソッドが
呼び出される前に満たされなければならない。言いかえれば、前提条件が満たされない場
合、そのメソッドを呼び出すことはできない。（または、メソッドが呼び出される場合、
そのメソッドは失敗する）。例えば、前提条件が違反されるときに、構築プロセスで実施
されるチェックを介してメソッドの呼び出しを阻止することは有利であろう。さらに、ユ
ーザが完全な構築プロセスを使用できないときのための潜在的なバックアップとして、ラ
ンライム時に前提条件を評価することができる。前提条件が満たされない場合、例外を投
入すること、または何らかの他のタイプの挙動（例えば、エスカレーションポリシーをト
リガすること）を実施することにより、メソッドの実行は失敗する可能性がある。
【００３４】
　同様に、ＡＰＩコントラクト１４２は、メソッドのリターン時に有効である１つまたは
複数の保証を特定する、１つまたは複数の事後条件を含むことができる。従って、少なく
ともいくつかの場合において、事後条件がメソッドのリターン時に満たされない場合、コ
ントラクトは、それ以上ＡＰＩの使用を許可しない。ＡＰＩコントラクト１４２はまた、
ある型に対する全ての動作に渡って真である条件を示す、１つまたは複数のオブジェクト
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不変条件を含むことができる。コントラクト１４２内のアサーションはいずれも宣言型で
あり得ることに留意すべきである。従って、宣言型アサーションは、実装の詳細のそれぞ
れを記載せずに、アサーションの機能を記載することができる。
【００３５】
　方法２００は、ソフトウェアコード内の参照に従って、コントラクトＡＰＩの一部にア
クセスする動作を含む（動作２２０）。例えば、コンパイラ１３０は、アプリケーション
コード１１０内の参照１１２に従って、コントラクトＡＰＩ１２０の一部にアクセスする
ことができる。従って、いくつかの場合において、コンパイラ１３０は、参照１１２を使
用して、中間言語バージョン１４０をコンパイルする際に使用するためにコントラクトＡ
ＰＩ１２０の一部にアクセスすることができる。
【００３６】
　方法２００はまた、受け取ったソフトウェアコードおよびコントラクトＡＰＩの参照さ
れた部分を、受け取ったソフトウェアコードの中間言語バージョンにコンパイルする動作
を含み、中間言語バージョンは第１のプログラミング言語および第２のプログラミング言
語の両方に共通の中間言語におけるものであり、中間言語バージョンはアプリケーション
ＡＰＩの適切な使用を示す１つまたは複数のアサーションを含む（動作２３０）。例えば
、コンパイラ１３０は、アプリケーションコード１１０およびコントラクトＡＰＩ１２０
の参照された部分をアプリケーションコード１１０の中間言語バージョン１４０にコンパ
イルすることができる。中間言語バージョン１４０は、第１のプログラミング言語（例え
ば、ＶＢ、Ｃ＃等）および第２のプログラミング言語（例えば、ＶＢ、Ｃ＃等）の両方に
共通の中間言語（ＩＬ）におけるものであることができる。ＩＬバージョン１４０は、ア
プリケーションＡＰＩ１４１の適切な使用を示すアサーションを含むことができる。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、例えば、アプリケーションコード１１０をＶｉｓｕａｌ
　Ｂａｓｉｃで記述することができ、コントラクトＡＰＩをＣ＃で記述することができ、
コンパイラ１３０を、Ｃ＃で記述されたコントラクトＡＰＩ１２０と互換性のあるＶｉｓ
ｕａｌ　ＢａｓｉｃのコードのＩＬバージョンを出力するよう構成することができる。い
くつかの場合において、両言語が、マネージドフレームワークの一部であることができる
。そのような場合、両言語が、共通のマネージドフレームワークの一部であるため、１つ
の言語で記述されたコードを使用して、別の言語で記述されたコードを修正することがで
きる。これは、コントラクトＡＰＩ１２０がユーザ１０５には未知のプログラミング言語
で記述されており、それにもかかわらずユーザ１０５が、場合によっては種々のアサーシ
ョンを追加することにより、アプリケーションＡＰＩのコントラクトを修正することを所
望する状況においては有利であろう。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、コンピュータシステム１０１は、様々な異なるソフトウ
ェアツールを含むことができるツール１５０を含む。例えば、ツール１５０には、コンパ
イルされた中間言語バージョン１４０にアクセスし、かつ、１つまたは複数のランタイム
チェック参照１４３をコントラクト１４２に挿入するよう構成されるツールを含むことが
できる。ランタイムチェック参照１４３を、ランタイムチェックを挿入できるアプリケー
ションコード内の場所を識別するプレースホルダとして使用することができる。そのよう
なツールを、さらに、ランタイムチェック参照を有するコントラクト１４２を含むＩＬバ
ージョン１４０を実行するよう、かつ、コントラクト１４２内の少なくとも１つのアサー
ションが、ＩＬバージョンの実行中に違反されたと判定するよう構成することができる。
さらに、そのような判定に基づき、ツールを、アサーションの内の少なくとも１つが違反
されたという表示を与えるよう構成することができる（例えば、状態表示１６１において
）。他の場合において、ツール１５０の１つを、挿入されたランタイムチェック参照を有
するコントラクト１４２を含むＩＬバージョン１４０を実行するよう、かつ、コントラク
ト１４２内のアサーションのいずれもＩＬバージョンの実行中に違反されなかったと判定
するよう構成することができる。そして、そのような判定に基づき、ツールを、アサーシ
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ョンのいずれも違反されなかったという表示を与えるよう構成することができる（例えば
、状態表示１６１において）。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、ツール１５０には、ＩＬバージョン１４０に対して静的
分析を実施して、コントラクト１４２のアサーションが満たされたかどうかを判定するよ
う構成されたツールを含むことができる。いくつかの場合において、静的分析が、コント
ラクトのアサーションが満たされたことを判定する場合、ユーザにそれを通知することが
できる（例えば、正確性の検証１５１において）。同様に、１つまたは複数のアサーショ
ンが満たされなかった場合、通知（例えば、静的エラー１５１）を、そのような情報を含
むように構成することができる。いくつかの場合において、ユーザには、単にコントラク
トが修正されたことを通知することができる。
【００４０】
　図４に説明する例示的実施形態において、コントラクトを、上述した方法でアサーショ
ンを用いて拡大することができる。アプリケーションコード４０６は、手つかずの元のま
まの形式（４０５）であり、ＡＰＩ４０８および、前提条件、事後条件、不変条件、また
は他の要素といった種々のアサーションに対応できる複数のアサーション１、２および３
を有するコントラクト４０９を含む。コントラクトＡＰＩ１２０の一部と共にコンパイル
された後、コントラクト４０９を拡大するために使用されるアプリケーションコード４０
６を、ユーザ１０５が入力できる。アプリケーションコード４２６の結果として得られた
修正バージョン４２５は、ＡＰＩ４２８および、拡大された（または新しい）アサーショ
ン１Ａ、３および４を有するコントラクト４２９を含む。アサーション１Ａは、元のアサ
ーション１の修正バージョンであり、アサーション３は同一であり、アサーション４は追
加されたものである。従って、コントラクト拡大には、既存のアサーションを変更するこ
と、アサーション（例えば、要素２）を削除すること、および／または、アサーションを
コントラクトに追加することを含むことができる。 
【００４１】
　図３は、アプリケーションＡＰＩを拡大するための代替の方法３００のフローチャート
を示す。方法３００を、ここでは図１、５および６の構成要素およびデータを頻繁に参照
して説明する。
【００４２】
　方法３００は、コントラクトＡＰＩからのコントラクトを用いてアプリケーションＡＰ
Ｉを拡大するというユーザの意図を示すソフトウェアコードを、コンピュータユーザから
受け取る動作を含み、ソフトウェアコードはコントラクトＡＰＩへの参照を含み、コント
ラクトはアプリケーションＡＰＩの適切な使用を示す１つまたは複数のアサーションを含
む（動作３１０）。例えば、コントラクトＡＰＩ１２０からのコントラクト１４２を用い
てアプリケーションＡＰＩ１１１を拡大するというユーザ１０５の意図を示すアプリケー
ションコード１１０を、コンピュータユーザ１０５から受け取ることができる。アプリケ
ーションコード１１０は、コントラクトＡＰＩ１１２への参照を含む。コントラクト１４
２は、アプリケーションＡＰＩ１４１の適切な使用を示す１つまたは複数のアサーション
を含む。上記で示したように、コントラクト１４２は、呼び出し側がメソッドを呼び出す
ことを許可される前に満たされるべき項目を特定する、１つまたは複数の前提条件を含む
ことができる。加えてまたはあるいは、コントラクト１４２は、メソッドのリターン時に
有効である１つまたは複数の保証を特定する１つまたは複数の事後条件を含むことができ
る。不変条件、特定のアサーション、ロック宣言、チェックされる例外および他のアサー
ションを、ＡＰＩコントラクト１４２内に個別にまたは集合的に含むこともできる。
【００４３】
　方法３００はまた、ソフトウェアコード内の参照に従ってコントラクトＡＰＩの一部に
アクセスする動作を含む（動作３２０）。例えば、コンパイラ１３０は、アプリケーショ
ンコード１１０内の参照１１２に従って、コントラクトＡＰＩ１２０の一部にアクセスす
ることができる。
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【００４４】
　方法３００は、受け取ったソフトウェアコードおよびコントラクトＡＰＩの参照された
部分を、アプリケーションＡＰＩの適切な使用を示す１つまたは複数のアサーションを含
む受け取ったソフトウェアコードの中間言語バージョンにコンパイルする動作（動作３３
０）を含む。例えば、コンパイラ１３０は、アプリケーションコード１１０およびコント
ラクトＡＰＩ１２０の参照された部分を、ＡＰＩ１４１の適切な使用を示す種々のアサー
ションを用いてＡＰＩ１４１およびコントラクト１４２を含むＩＬバージョン１４０にコ
ンパイルすることができる。いくつかの場合において、コンパイラ１３０は、ソフトウェ
アコードを受け取り、かつ、マネージドフレームワークに含まれる複数の異なるプログラ
ミング言語に共通するアプリケーションコード１４０の中間言語（ＩＬ）バージョンを出
力するよう構成される、マネージドフレームワークの一部であることができる。例えば、
ソフトウェアコード１１０がＣ＃で記述され、かつ、コントラクト１４２がＶｉｓｕａｌ
　Ｂａｓｉｃで記述されている場合、コンパイラ１３０を、Ｖｉｓｕａｌ　Ｂａｓｉｃで
記述されたコントラクト１４２と互換性のあるＣ＃コードのＩＬバージョンを出力するよ
う構成することができる。
【００４５】
　方法３００は、ソフトウェアコードのコンパイルされた中間言語バージョンをコンピュ
ータユーザに提供する動作を含む（動作３４０）。例えば、コンピュータシステム１０１
は、コンパイルされたＩＬバージョン１４０をコンピュータユーザ１０５に提供すること
ができる。いくつかの場合において、ＩＬバージョンを、ツール１５０の後のアプリケー
ションのユーザ１０５に提供することができる。いくつかの場合において、コンピュータ
システム１０１は、ＩＬバージョン１４０をツール１５０に直接提供することができる。
上記で示したように、多くの異なるツールを使用して、エラーチェック（ランタイムまた
は静的）、ドキュメンテーション生成、ロギング、または他の特徴からの任意のものを実
施することができる。例えば、ドキュメンテーションを使用して、アプリケーションＡＰ
Ｉを用いてコントラクトをどのように使用するかをそのようなユーザに通知することがで
きる。そのようなドキュメンテーションは、ツール１５０により自動的に生成することが
できる。
【００４６】
　コントラクト１４２は、既にＡＰＩ１１１の一部である既存のコントラクトの拡大され
たバージョンを表しことができる。加えてまたはあるいは、コントラクト１４２は、コン
トラクトＡＰＩ１２０を使用して生成された新しいコントラクトを表すことができる。図
５にて説明する例示的実施形態において、ＡＰＩ５２８のコントラクト５２９は、上述の
コントラクト拡大と同様の方法で生成することができる。言い換えると、コントラクト生
成は、情報を含有しない（すなわち、アサーションを含有しない）コントラクトを拡大す
ることと等価であることができる。本例において、アプリケーションコード５０６は、手
つかずの元のままの形式（５０５）であり、ＡＰＩ５０８を含む。アプリケーションコー
ド１１０は、ＩＬバージョンに変換された後、生成されたコントラクトを有するアプリケ
ーションＡＰＩを作成するために使用することができる（５２５）。その結果として生成
されるアプリケーションコード５２６は、ＡＰＩ５２８および、前提条件、事後条件、不
変条件、または他の要素といった種々のアサーションに対応できる、アサーション１、２
および３を有する生成されたコントラクト５２９を含む。従って、ＡＰＩ５２８を、コン
トラクト内に含まれる種々のアサーションの任意または全てのものを含む、生成されたコ
ントラクト５２９を含みかつ使用するよう構成することができる。
【００４７】
　いくつかの実施形態には、アプリケーションコード、１つまたは複数のコントラクト、
ライブラリ参照、および他の要素を含む実行可能バイナリを生成するためのシステムを含
むことができる。例えば、図６にて説明するように、コントラクト６０６を有するＡＰＩ
６０５を含むソフトウェアアプリケーションコードを受け取るようコンパイラ６１５を構
成することができ、コントラクト６０６は、ソフトウェアアプリケーションコードとどの
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ように相互作用するかを特定する１つまたは複数のアサーション６０７（そのうちのある
ものは条件付きである）を識別する。コントラクト６０６は、拡張可能であり、ある値と
交換されるアプリケーションコードの一部を示す１つまたは複数の参照を含むことができ
る。さらに、コントラクト６０６を、任意の汎用プログラミング言語で記述することがで
きる。
【００４８】
　コンパイラ６１５は、１つまたは複数のアサーションを、任意の受け取ったバイナリ６
１０と共に、ソフトウェアアプリケーションコードの内の対応するメソッドに統合するよ
う構成することができる。リライタ６２５は、ソフトウェアアプリケーションコード６２
１、コントラクト６２２およびライブラリ参照６２３を含む、コンパイルされたバイナリ
６２０をコンパイラ６１５から受け取るよう、かつ、コントラクト内の参照により示され
るアプリケーションコードの一部を中間（ランタイム）言語内の値と交換するように受け
取ったバイナリをリライトするよう構成することができる。
【００４９】
　いくつかの場合において、バイナリを、ランタイムチェックおよびそれに続く読み込み
の両方のために書き換えることができる。さらに、この新しい（書き換えられた）バイナ
リを、書き換えられたソフトウェアを使用するソフトウェアの新しい部分をコンパイルす
るために入力として使用することができる。書き換えられたバイナリを、実行可能バイナ
リ６３０として出力することができる。リライタ６２５は、書き換え時に使用するために
、１つまたは複数のライブラリ６２６へ選択的にアクセスすることができる。いくつかの
場合において、ソフトウェアコードおよびコントラクトを、別個にコンパイルし、次いで
、後にリライタ６１５により結合することができる。上記で示したように、アサーション
には、前提条件、事後条件、オブジェクト不変条件、ロック宣言、チェックされる例外、
使用プロトコル、または任意の他のタイプのアサーションを含むことができる。
【００５０】
　従って、いくつかの実施形態によると、ユーザは、１つの言語でソフトウェアコードを
記述し、そのソフトウェアコードを使用して、別の言語で記述されたアプリケーションＡ
ＰＩのコントラクトを拡大することができる。コントラクトは、コントラクトに関連する
アプリケーションＡＰＩを適切に使用するために満たされるべき前提条件および事後条件
を含む複数のアサーションを含み、これによりプログラミングエラーをより減少させるこ
とができる。
【００５１】
　本発明を、その精神または主要な特徴から逸脱することなく他の特定の形式で具現化す
ることができる。説明した実施形態は、あらゆる点において単に例示であり制限するもの
ではないと見なされるべきである。本発明の範囲は、従って、前述の説明よりもむしろ添
付の請求項により示される。請求項と等価の意味および範囲内にある全ての変更が、請求
項の範囲に包含される。
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